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参加要件の確認兼秘密保持誓約書
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神戸市立青少年科学館展示更新第３期に係る公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）への参加検討及び応募（以下「応募等」という。）にあたり、資料の提供を申し込むとともに、下記の事項について相違ないことを誓約いたします。
（参加資格要件の確認）
１．当社は、直近10年間(平成28年度から令和7年度までの契約)において、元請として博物館、科学館(科学博物館、サイエンスセンター等)や民間施設での展示、体験施設、企業ミュージアムの常設展示で 1,000 ㎡以上の施工(展示物製造等)実績があることを誓約いたします。
（秘密保持の誓約）
２．神戸市立青少年科学館展示更新第３期 に係る本プロポーザルにあたって、神戸市から提供された資料及び情報の一切（以下「本資料等」という。）及び本資料等を基に作成した文書等に関して、以下の事項を遵守し、秘密を保持することを誓約いたします。
３．本業務に関して、神戸市から提供された本資料等及び本資料等を基に作成した文書等を、神戸市の事前の書面による承諾なく、第三者に一切開示、漏洩しないものとする。
ただし、次のいずれかに該当するものはこの限りではないものとする。
（１） 神戸市から知得する以前に、自らが所有していた情報
（２） 神戸市から知得する以前に既に公知であった情報
（３） 神戸市から知得した後、自らの責によらないで公知となった情報
（４） 神戸市から知得した情報によらず、自らの開発により知得した情報
（５） 正当な権限を有する第三者から入手した情報
（６） 法令、正当な権限を有する公的機関又は証券取引所の規則に基づき開示が義務付けられた情報

４．本資料等及び本資料等を基に作成した文書等の取扱責任者を定め、これを厳重に保管、管理するものとする。
５，本資料等及び本資料等を基に作成した文書等は、神戸市の書面による事前の承諾なしに、これを複写、複製等しないものとする。

[bookmark: _Hlk104390695]６．本資料等及び本資料等を基に作成した文書等を本業務のためにのみ使用し、他のいかなる目的にも使用しないものとする。

７．本プロポーザルへの不参加を決定した場合、若しくは本プロポーザルが終了した場合、又は、神戸市から要求があった場合は、当該事由が生じた日（神戸市からの要求の場合は、要求を受けた日）から２週間以内に、本業務に関し神戸市が指定する本資料等及び本資料等を基に作成した文書等を返却又は破棄するものとする。また、破棄した場合は、遅滞なくその旨を証する書面（廃棄証明書等）を神戸市に提出するものとする。

８．本誓約書の有効期間は、本業務終了後も有効に存続するものとする。

９．書類、提案書等を、電子データとしてインターネットを利用して神戸市へ提供する場合は、パスワードの設定その他の文書の保護に係る適切な措置を講じるものとする。

10．本誓約書に違反する行為により秘密が漏洩した場合は、神戸市又は第三者に生じた一切の損害を賠償するものとする。

11．本誓約書に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

12．本誓約書に定めのない事項又は本誓約書について疑義が生じた場合については、書面により神戸市へ確認したうえで、対応するものとする。
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